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ファーマーズマーケットは地産地消を重視することから、出店参加を行う個人、事業者は、販

売したい内容に応じて以下の条件を満たす必要がある。 

 

Ⅰ．農林水産物生産者/加工業者 

１）一般農産物 
①三河地域で生産を行う（以下、「域内」とする）農家或いは法人であること。 

②マーケットで販売する商品は、三河地域で生産したものであること。 

③他の生産者の販売を代行する場合は、お客様にその生産者がわかるように表示

記すること。 

※事務局の判断のもとで、域外の作物の販売を許可する場合がある。 

 

２）畜産物 

①三河地域で生産を行う（以下、「域内」とする）農家或いは法人であること。 

②マーケットで販売する商品は、三河地域で生産したものであること。 

③他の生産者の販売を代行する場合は、お客様にその生産者がわかるように表示

すること。 

④加工、販売においては農林水産省、保健所等の基準、指導を満たしていること。 

 

３）水産物 

①三河地域の漁師、或いは、水産事業者であること。 

②マーケットで販売する商品は、三河湾の漁港で水揚げされた近海もの魚介類が

中心であること。 

③加工、販売においては農林水産省、保健所等の基準、指導を満たしていること。 

 

４）加工食品 

①出店者は岡崎商工会議所の会員であること。 

②マーケットで販売する商品は、原材料に三河地域、或いは、三河湾の漁港で水

揚げされた農林水産物が概ね３０％以上含有されている、自社商品が中心であ

ること。 

③上記②に該当しない（地産地消でない）商品を販売する場合は、地産地消でな

いことをお客様が明確にわかるように表示すること。 

④他の製造者の商品の販売を代行する場合には、製造者が違うことをお客様が明

確にわかるように表示すること。 

⑤加工、販売においては農林水産省、保健所等の基準、指導を満たしていること。 

 

５）植木・花 

①三河地域で生産を行う（以下、「域内」とする）個人、或いは、法人であるこ

と。 



O K A Z A K I  F A R M E R S ’  M A R K E T 

3 

②マーケットで販売する商品は三河地域で育てたものであること。三河地域以外

から仕入れただけの植木、花の販売は行わない。 

③他の生産者の販売を代行する場合は、お客様にその生産者がわかるように表示

記すること。 

 

６）食品以外の農林水産商品（木材、紙、繊維など） 

①岡崎市内の生産者であること。 

②マーケットで販売する商品は、原材料に三河地域、或いは、三河湾の漁港で水

揚げされた農林水産物が概ね３０％以上含有されている、自社商品が中心であ

ること。 

③上記②に該当しない（地産地消でない）商品を販売する場合は、地産地消でな

いことをお客様が明確にわかるように表示すること。 

④他の製造者の商品の販売を代行する場合には、製造者が違うことをお客様が明

確にわかるように表示すること。 

⑤加工、販売においては農林水産省、保健所等の基準、指導を満たしていること。 

 

Ⅱ．飲食店 

①出店者は岡崎商工会議所の会員であること。 
②マーケットにおいて加工済み調理食品を持込販売する場合には、Ⅰ－４）の「加 
工食品」の基準に準じる。 

③マーケットで調理販売する食品については、原材料に三河地域、或いは、三河 
湾の漁港で水揚げされた農林水産物が必ず含まれること。また、使われた原材

料のうち何が三河産食材なのかを、お客様にわかるように表示すること。 
④上記②及び③に該当しない商品を販売する場合は、その旨をお客様が明確にわ

かるように表示すること。 
⑤他の製造者の商品の販売を代行する場合には、製造者が違うことをお客様が明

確にわかるように表示すること。 
⑥加工、販売においては農林水産省、保健所等の基準、指導を満たしていること。 

 

Ⅲ．食料品店 

①岡崎商工会議所の会員であること。 

②マーケットで販売する商品は、三河地域或いは三河湾でとれた農林水産物、又

は加工食品が中心であること。（但し加工食品においては、概ね３０％以上、

三河地域産の材料が含有されていること） 

③上記②に該当しない（地産地消でない）商品を販売する場合は、地産地消でな

いことをお客様が明確にわかるように表示すること。 

④マーケットでは、生産者が誰なのかお客様に明確にわかるように表示すること。 
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Ⅳ．クラフト生産者・伝統工芸等生産者 

①岡崎市内の生産者であること。 

②マーケットで販売する商品は、自らが製作した手工芸品であること。 

 

Ⅴ．ＮＰＯ／ボランティア団体 

①岡崎市内の団体であること。 

②岡崎におけるコミュニティー活動、或いは、国際交流、国際支援、福祉、環境

保護など、社会的ボランティア活動を行っているグループであること。 

③マーケットにおいては、その社会活動のための啓蒙、普及、チャリティーのい

ずれかを目的としていること。 

 

Ⅵ．ストリートミュージック/パフォーマンス/ミニイベント出演者 

①岡崎市内の在住者、或いは、勤務者であることが望ましい。 

②原則としてボランティアでの出演とする。 

③事務局が選考を行う。 

 


